
2025

10月 11月 12月
2026

１月
中旬

１月
下旬

２月
上旬

以降

17
～
31
日

申
込
み

利
用
決
定
の
通
知

第
1
次
利
用
調
整

第
1
希
望
の
施
設
利
用
の
可
否

可

第
２
次
利
用
調
整

希
望
施
設
の
変
更
や
受
付
期
間
後
の
申
込
み

に
よ
る
施
設
利
用
の
可
否

不
可

第
１
希
望
以
外
の
希
望
施
設
で
の
利
用
可
否

可



利
用
調
整
結
果
の
通
知



第
２
次
利
用
調
整
の
案
内

可

不
可

利
用
保
留
の
通
知

※

⒓
月
通
知
か
ら
変
更
時

利用者 市 市

不
可



利
用
保
留
の
通
知



第
２
次
利
用
調
整
の
案
内

結
果
通
知
を
受
け
て
、
希
望
施
設
の
変
更
や

申
込
み
の
辞
退
を
行
う
と
き
は
、
必
要
な
届

出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

利用者通知は郵送で
電話連絡はあ
りません。

市

随
時
調
整


